
関係住民意見の意見把握の関係住民意見の意見把握の
手法について手法について
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資料－４資料－４



現在実施しているもの

流域委員会の開催について記者発表

①①河川整備計画（素案）作成まで河川整備計画（素案）作成まで

関係住民の意見把握（案）について関係住民の意見把握（案）について

金沢河川国道事務所
ＨＰで流域委員会資料
・結果（主な意見）を公表

金沢河川国道事務所ホームページ
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【【関係住民への周知について関係住民への周知について】】

・自治体の広報誌を利用し計画策定及び意見把握を広報・自治体の広報誌を利用し計画策定及び意見把握を広報

【【関係住民への計画の周知及び意見把握関係住民への計画の周知及び意見把握】】

・ＨＰにて計画概要の説明及び意見把握・ＨＰにて計画概要の説明及び意見把握

・情報コーナーの開設・情報コーナーの開設

・関係住民説明会等を開催・関係住民説明会等を開催

・出前講座、関係団体等への説明会・出前講座、関係団体等への説明会

②②河川整備計画（素案）作成後河川整備計画（素案）作成後
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※意見把握は、流域委員会からの意見把握と並行で実施



■■自治体の広報誌を利用し計画策定及び意見把握を広報自治体の広報誌を利用し計画策定及び意見把握を広報

②河川整備計画（素案）作成後

手取川水系河川整備計画(素案)に対する意見募集の案内チラシ(案) 4

※意見把握は、流域委員
会からの意見把握と並行
で実施

①① 自治体の広報誌を利用して、河川整備計画概要及び意見把握の方法・素案自治体の広報誌を利用して、河川整備計画概要及び意見把握の方法・素案
閲覧場所等について周知する。閲覧場所等について周知する。
※※各市町村の概要については、別紙参照各市町村の概要については、別紙参照

②② また、関係機関窓口にポスターを掲示し、広報する。また、関係機関窓口にポスターを掲示し、広報する。

③③ 意見記入用のハガキのついたチラシを配布する。意見記入用のハガキのついたチラシを配布する。



手取川流域圏手取川流域圏自治体自治体の概要の概要

〃〃 ののいち20,30946,640野々市町

〃〃 かわきた1,4855,530川北町

〃〃 能美14,56646,723能美市

〃〃 はくさん35,110109,787白山市

月１回広報 こまつ35,948108,754小松市

発行広報誌名世帯数人 口自治体名

出展：いしかわ統計指標ランド 資料：石川県の人口と世帯（Ｈ17.4.1現在(推計)）
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①①金沢河川国道事務所、県、自治体等のホームページ上で河川整備計画概金沢河川国道事務所、県、自治体等のホームページ上で河川整備計画概

要と意見把握の方法等について広報する。要と意見把握の方法等について広報する。

②②素案作成後速やかに公表し、計画概要の閲覧、意見把握を行う。素案作成後速やかに公表し、計画概要の閲覧、意見把握を行う。

③③ＨＰでの掲載にあたっては、必ずＴＯＰページからアクセスできるようにする。ＨＰでの掲載にあたっては、必ずＴＯＰページからアクセスできるようにする。

■■ＨＰにて計画概要の説明及び意見把握ＨＰにて計画概要の説明及び意見把握

②河川整備計画（素案）作成後

金沢河川国道事務所HP

石川県庁HP 能美市役所HP

川北町役場HP
白山市役所HP

6※意見把握は、流域委員会からの意見把握と並行で実施



■■情報コーナーの開設情報コーナーの開設

②河川整備計画（素案）作成後

①①金沢河川国道事務所金沢河川国道事務所1F1Fロビー・市町庁舎・石川ルーツ交流館に素案閲覧・ロビー・市町庁舎・石川ルーツ交流館に素案閲覧・

意見把握コーナーを設け、一般の方々の意見把握を行う。意見把握コーナーを設け、一般の方々の意見把握を行う。

②②素案公表に合わせ開設する。素案公表に合わせ開設する。

7※意見把握は、流域委員会からの意見把握と並行で実施



■■関係住民説明会等を開催関係住民説明会等を開催

②河川整備計画（素案）作成後

7～8月（予定）時期

旧白峰村、旧尾口村対象

かんぽの郷白山尾口（予定）場所

上
流
域

白山市鶴来
総合文化会
館クレイン

（予定）

能美市
根上文
化会館

（予定）

白山市役
所

（予定）

場所

川北町、旧
鶴来町、旧
美川町

能美市、
小松市

旧松任市、
野々市町

対象

7～8月（予定）時期

下
流
域

バードハミング鳥越（予定）場所

旧吉野谷村、旧河内村、旧鳥越
村

対象

7～8月（予定）時期

中
流
域

8※実施時期、期間、場所については変更となる場合があります。



■■出前講座、関係団体等への説明会出前講座、関係団体等への説明会

②河川整備計画（素案）作成後

手取川に関連するＮＰＯ等について説明会を開催する手取川に関連するＮＰＯ等について説明会を開催する
とともに、要請があれば、職員を派遣し素案の概要にとともに、要請があれば、職員を派遣し素案の概要に
ついて説明する。ついて説明する。
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